
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
三
十
号 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
（
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
所
長
へ
の
委
任
）
」
を
「
削
除
」
に
、
「
県
立
の
大
学
の
学
長
」
を

「
総
合
技
術
研
究
所
長
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
一
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

六
の
二 

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
広
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
勤

務
時
間
等
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
（
所
長
を
含
む
。
次
号
か
ら
第

九
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
休
憩
時
間
の
短
縮 

第
五
条
第
一
項
第
七
号
中
「
（
所
長
を
含
む
。
次
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、

同
項
第
七
号
の
三
を
同
項
第
七
号
の
四
と
し
、
同
項
第
七
号
の
二
中
「
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
」
を
「
勤
務
時
間
等
条
例
」
に
、
「
深
夜
に
お
け
る
勤

務
の
制
限
の
承
認
」
を
「
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
の
三
と

し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七
の
二 

勤
務
時
間
等
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
の

承
認 

               

を  

広
島
県
森
林
環
境
づ
く

り
支
援
セ
ン
タ
ー 

前
項
第
十
六
号
か
ら
第

二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
務
（
第
十
八
号
に

掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
収
入
及
び
支
出
を

伴
う
も
の
に
限
る
。
） 

広
島
県
立
総
合
技 

術
研
究
所 

 

に
改
め
る
。 

第
五
条
第
二
項
の
表
中  

広
島
県
森
林
環
境
づ
く

り
支
援
セ
ン
タ
ー 

広
島
県
立
大
学 

 
 
 

県
立
広
島
女
子
大
学 

 

広
島
県
立
保
健
福
祉
大

学 

前
項
第
十
六
号
か
ら
第

二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
務
（
第
十
八
号
に

掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
収
入
及
び
支
出
を

伴
う
も
の
に
限
る
。
） 

前
項
第
十
六
号
か
ら
第

二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
務 

広
島
県
立
林
業
技 

術
セ
ン
タ
ー 

県
立
広
島
大
学 

 

「
 

」
 

「
 

」
 



第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

た
だ
し
、
第
一
号
、
第
五
号

か
ら

ま
で
、
第
十
五
号

、

、

か
ら

ま
で
及
び

か
ら


ま
で
並
び
に
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
を
除
き
、
第
二
号


か
ら

ま
で
、

、

及
び

、
第
十
五
号

、

、

及
び

、
第
二
十
一
号

か
ら

ま
で
及
び


か
ら

ま
で
並
び
に
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
に
、
第

四
号
及
び
第
十
五
号

に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
福
山
地

域
事
務
所
長
に
限
り
、
第
五
号

か
ら

ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
尾
三

地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
を
除
き
、
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は

広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長
に
限
り
、
第
三
十
号

か
ら

ま
で
、
第
三
十
三
号

及
び
第
三
十
六
号

に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
を
除
き
、
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長

に
あ
つ
て
は
第
三
十
号

か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い

て
は
産
業
廃
棄
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。 

第
七
条
第
二
項
第
二
号
中

及
び

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を


と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
広
島
県
支
援
費
支
給
事
務
等
実

地
指
導
要
綱
」
を
「
広
島
県
自
立
支
援
給
付
費
支
給
事
務
等
実
地
指
導
要
綱
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号

中
「
承
認
」
を
「
届
出
の
受
付
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三
十
四 

削
除 

第
七
条
第
二
項
第
四
十
一
号
中

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と

し
、

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を
削
り
、

を

と

し
、
同
項
第
四
十
二
号
中
「

、

、

及
び

」
を
「

、

、

及
び

」
に
改
め
、
「

」
の
下

に
「
、

」
を
加
え
、
「
第
三
十
号

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

」
を
「
第
三
十

号

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
た

だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

た
だ
し
、
第
一
号

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
、
広
島

県
呉
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
福
山

地
域
事
務
所
長
に
、
第
四
十
八
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
、
第
五
十
三
号
、
第
五
十
四
号
及
び
第
六
十

五
号
か
ら
第
六
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
呉
地

域
事
務
所
長
、
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
福
山
地
域

事
務
所
長
に
、
第
八
十
八
号

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
並
び
に
第
八
十
九
号
の
二
に
掲
げ
る

事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域

事
務
所
長
に
、
第
八
十
八
号

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
並
び
に
第
八
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務

に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所

長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
、
第
九
十
号

、

及
び

か
ら

ま
で
並
び
に
第
九
十
号
の

二
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
、
第

九
十
号

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
、

広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長
及
び
広



島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
、第
九
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
、

広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県

福
山
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
、
第
九
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は

広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
に
、
第
九
十
六
号
、
第
九
十
七
号
及
び

第
百
号
か
ら
第
百
一
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
に
、
第
九

十
八
号
か
ら
第
九
十
九
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
、
第

百
二
号
か
ら
第
百
二
号
の
三
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
に
、
第
百
三

号
か
ら
第
百
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
に
、
第
百
六
号
に
掲

げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地

域
事
務
所
長
に
限
り
、
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
あ
つ
て
は
第

八
十
六
号

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
又
は
農
林
水
産
業
に
係

る
被
害
の
防
止
を
目
的
と
す
る
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
捕
獲
及
び
愛
が
ん
飼
養
の
目
的
で
行
う
鳥
獣
の
捕
獲

に
係
る
も
の
に
限
る
。 

第
七
条
第
三
項
第
三
号
の
二
中
「
集
落
法
人
経
営
確
立
計
画
」
の
下
に
「
及
び
事
業
計
画
」
を
加
え
、

同
項
第
三
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三
の
五 

担
い
手
経
営
基
盤
強
化
事
業
実
施
要
領
に
基
づ
く
事
業
計
画
の
承
認 

第
七
条
第
三
項
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

十
九 

削
除 

第
七
条
第
三
項
第
三
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三
十
二 

削
除 

第
七
条
第
三
項
第
三
十
三
号
中
「
嘱
託
」
の
下
に
「
（
自
作
農
財
産
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
同
項
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三
十
四
か
ら
三
十
九
ま
で 

削
除 

第
七
条
第
三
項
第
八
十
二
号
中
「
及
び
大
規
模
林
道
受
益
者
賦
課
金
補
助
金
に
係
る
も
の
」
を
「
、
大

規
模
林
道
受
益
者
賦
課
金
補
助
金
に
係
る
も
の
及
び
ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
事
業
補
助
金
等
交
付
要
綱
に

係
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
第
八
十
六
号

中
「
ク
マ
」
を
「
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
十

九
号
中
「
自
然
公
園
法
施
行
令
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
」
を
加
え
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

八
十
九
の
二 

自
然
公
園
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）
第
十
二
条
第
三
十

四
号
の
規
定
に
よ
る
特
別
地
域
内
の
一
時
的
な
催
し
の
計
画
の
受
理 

第
七
条
第
三
項
第
九
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

九
十
の
二 

広
島
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
八
十
七
号
）
第
二

十
条
第
三
十
二
号
の
規
定
に
よ
る
一
時
的
な
催
し
の
計
画
の
受
理 

第
七
条
第
四
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

た
だ
し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
を
、
第

十
一
号

、
第
二
十
八
号
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号

及
び

並
び
に
第
四
十
四
号
か
ら
第
四
十
六



号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
を

除
き
、
第
十
一
号

、
第
三
十
号

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
、
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十
四

号
ま
で
、
第
三
十
七
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
並
び
に
第
四
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島

県
広
島
地
域
事
務
所
長
（
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
建
設
局
廿
日
市
支
局
の
担
当
区
域
に
限
る
。
）
、

広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島

県
福
山
地
域
事
務
所
長
に
、
第
二
十
一
号

に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
及

び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
に
、
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島

県
尾
三
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長
に
、
第
四
十
七
号
及
び
第
四
十
七
号
の
二
に

掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長
に
限
り
、
第
五
十
九
号

か
ら

ま
で
及
び


か
ら

ま
で
、
第
六
十
号
、
第
六
十
五
号
か
ら
第
六
十
七
号
ま
で
、
第
七
十
四
号

、
第
八
十
八
号
か

ら
第
九
十
四
号
ま
で
、
第
九
十
六
号
並
び
に
第
九
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
芸
北
地

域
事
務
所
長
を
除
き
、
第
六
十
三
号
、
第
六
十
四
号
及
び
第
八
十
七
号

に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は

広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長
に
限
り
、

第
六
十
八
号

か
ら

ま
で
及
び
第
七
十
四
号

に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事
務
所

長
、
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
を
、
第
七
十
二
号
及
び
第
七
十
三

号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
を
、
第

八
十
号

、
第
九
十
八
号
か
ら
第
百
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所

長
（
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
建
設
局
廿
日
市
支
局
の
担
当
区
域
を
除
く
。
）
及
び
広
島
県
芸
北
地
域

事
務
所
長
を
、
第
八
十
七
号

に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
（
広
島
県
広

島
地
域
事
務
所
建
設
局
廿
日
市
支
局
の
担
当
区
域
を
除
く
。
）
を
、
第
百
三
号
か
ら
第
百
五
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備

北
地
域
事
務
所
長
を
除
き
、
第
八
十
七
号

及
び
第
百
六
号
か
ら
第
百
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ

い
て
は
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
、
第
百
十
号
及
び
第
百
十
号

の
二
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
に
、
第
百
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ

い
て
は
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
、
第
百
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域

事
務
所
長
（
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
建
設
局
廿
日
市
支
局
の
担
当
区
域
を
除
く
。
）
、
広
島
県
尾
三

地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長
に
限
る
。 

第
七
条
第
四
項
第
三
十
三
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を


と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
減
免
（
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島

県
規
則
第
七
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
も
の
は
、
現
に
同
号
の
規
定
に
よ

り
使
用
料
を
減
免
さ
れ
て
い
る
使
用
者
に
対
し
て
引
き
続
き
同
様
の
条
件
で
行
う
も
の
に
限
り
、

同
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
も
の
は
、
現
に
同
号
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
を

減
免
さ
れ
て
い
る
目
的
外
使
用
者
に
対
し
て
引
き
続
き
従
前
と
同
様
の
条
件
で
行
う
も
の
に
限
る
。
） 

第
七
条
第
四
項
第
三
十
四
号
中
「
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
規
則
第
七
十
四
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第

四
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 



四
十
七
の
二 

尾
道
糸
崎
港
（
福
山
市
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び
福
山
港
に
お
け
る
指
定
管
理
施
設
で

あ
る
港
湾
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
と
の
基
本
協
定
書
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
も
の 

 

 
管
理
業
務
の
通
常
の
実
施
に
関
し
て
必
要
に
応
じ
て
す
る
指
示
そ
の
他
指
定
管
理
者
に
対
す
る

日
常
的
な
監
督
に
属
す
る
こ
と
。 

 

緊
急
か
つ
重
大
な
事
案
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
措
置
、
命
令
、
指
示
等 

 

業
務
内
容
の
変
更
及
び
一
時
中
止
の
指
示
（
一
件
に
つ
き
百
万
円
未
満
の
業
務
に
限
る
。
） 

 

管
理
業
務
の
一
部
を
第
三
者
に
委
託
し
、
又
は
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
の
承
認 

 

施
設
等
の
滅
失
又
は
損
傷
に
関
す
る
報
告
の
受
理
及
び
指
示 

 

事
故
発
生
の
報
告
等
の
受
理
及
び
指
示 

 

指
定
管
理
者
が
用
地
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
許
可 

 

管
理
業
務
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
報
告
の
徴
取
及
び
実
地
調
査 

 

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
が
終
了
し
た
と
き
に
す
る
施
設
等
の
引
継
ぎ 

 
 

第
七
条
第
四
項
第
九
十
二
号
の
三

中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号

中
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第
十
五
条
の

二
第
二
項
」
を
「
第
七
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第
十
五
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
七
十

五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第
二
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
八
十
七
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同

項
第
九
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

九
十
四 

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
六
条
第
一

項
及
び
附
則
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
業
務
委
託
契
約

に
よ
る
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
附
則
第
七
条
第

一
項
及
び
第
二
項
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
工
事
の
審
査 

第
七
条
第
四
項
第
九
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

九
十
五 

削
除 

第
七
条
第
四
項
第
百
十
六
号
中
「

ま
で
」
の
下
に
「
及
び

」
を
加
え
、
「
第
九
十
二
号
の
二

、


及
び

」
を
「
第
九
十
二
号
の
二

、

及
び

」
に
、
「
並
び
に
第
百
六
号

及
び

」
を
「
、
第

百
六
号

及
び

並
び
に
第
百
十
五
号

、

及
び

」
に
改
め
、
同
項
第
百
十
七
号
中
「
、
第
三
十
五

号
（
広
島
県
入
港
料
条
例
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「

」
の
下
に
「
、
第

四
十
七
号
（
広
島
県
県
営
さ
ん
橋
待
合
所
広
告
物
掲
出
規
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
処
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
条 

削
除 

 

第
九
条
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

た
だ
し
、
第
五
十
一
号

に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
東
広
島
地
域
保
健
所
長
を
除
き
、
第

六
十
六
号

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
保
健
所
長
、
広
島
県
東
広
島

地
域
保
健
所
長
及
び
広
島
県
福
山
地
域
保
健
所
長
に
、
第
七
十
一
号

、

及
び

に
掲
げ
る
事
務
に



つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
保
健
所
長
、
広
島
県
呉
地
域
保
健
所
長
、
広
島
県
芸
北
地
域
保
健
所
長
、

広
島
県
東
広
島
地
域
保
健
所
長
及
び
広
島
県
福
山
地
域
保
健
所
長
に
限
る
。 

 
 

第
九
条
第
一
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を


と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と

し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
等
に
関
す
る
情
報
の
報
告
の
受
付 

 
 

 

第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
等
に
関
す
る
情
報
の
変
更
の
報
告
の
受
付 

 

第
六
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
是
正
の
命
令 

 

第
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
業
、
歯
科
医
業
若
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
病
院
、

診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
に
関
す
る
広
告
に
係
る
報
告
の
命
令
及
び
立
入
検
査 

 

第
六
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
業
、
歯
科
医
業
若
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
病
院
、

診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
に
関
す
る
広
告
に
係
る
中
止
又
は
是
正
の
命
令 

第
九
条
第
五
十
三
号
及
び
第
五
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

五
十
三
及
び
五
十
四 

削
除 

 
 

第
九
条
第
五
十
九
号
中

を

と
し
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
五
十
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
通
報
及
び
報
告
の
受
付 

第
九
条
第
五
十
九
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 

第
四
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
付
与
及
び
事
実
の
通
知 

 

第
四
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
聴
取
書
の
受
付 

 
 

第
九
条
第
五
十
九
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 

第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
入
院
患
者
の
医
療
費
の
負
担
の
う
ち
結
核
患
者
に
関
す
る
医
療
費

の
負
担 

 

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
結
核
患
者
の
医
療
費
の
負
担 

 

第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
付 

 

第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
聴
取 

 

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
緊
急
時
の
療
養
費
の
支
給
の
う
ち
結
核
患
者
に
関
す
る
療

養
費
の
支
給 

 
 

第
九
条
第
五
十
九
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
前
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
四
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
苦
情
の
申
出
の
受
付 

 

第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
（
第
四
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定



に
よ
る
職
員
の
指
定
及
び
内
容
の
聴
取
の
指
示 

 

第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
（
第
四
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
通
知 

 
 

第
九
条
第
五
十
九
号

中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同

号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の

前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 

第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
付
与
及
び
事
実
の
通
知 

 

第
二
十
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
聴
取
書
の
受
付 

 
 

第
九
条
第
五
十
九
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 

第
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
報
告 

 
 

第
九
条
第
五
十
九
号

中
「
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」

に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明 

 
 

第
九
条
第
五
十
九
号
中

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 

第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
諮
問 

 

第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告 

 
 

第
九
条
第
六
十
号
及
び
第
六
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

六
十 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚

生
省
令
第
九
十
九
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 
 

 

第
二
十
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
患
者
票
の
交
付 

 

第
二
十
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
受
診
医
療
機
関
変
更
の
届
出
の
受
付 

 

第
二
十
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
さ
れ
た
患
者
票
の
受
付 

 
 

六
十
一 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
六
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
結

核
に
係
る
臨
時
の
予
防
接
種
の
実
施 

 
 

第
九
条
第
七
十
三
号
中

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 

第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
者
の
指
定
及
び
検
査
命
令 

 
 
 

 

第
七
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
等
の
一
時
中
止
命
令 

 

第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
等
措
置
命
令 

 

第
七
十
六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
等 

 

第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
及
び
質
問 

 
 

第
九
条
第
七
十
三
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、
同
号

中
「
第
七
十
二
条
の
三
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号


と
し
、
同
号

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 

第
七
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
是
正
の
命
令 

 
 

第
九
条
第
七
十
三
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と



し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を


と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
薬
局
に
関
す
る
情
報
の
報
告
の
受
付 

 
 
 

 

第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
薬
局
に
関
す
る
情
報
の
変
更
の
報
告
の
受
付 

 
 

第
九
条
第
八
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

八
十
七 

結
核
予
防
費
補
助
金
に
係
る
広
島
県
補
助
金
等
交
付
規
則
に
基
づ
く
知
事
の
権
限 

 
 

第
九
条
第
八
十
九
号
中
「
第
一
号

、

、

及
び

」
を
「
第
一
号

、

、

、

、

及
び

」

に
、
「
第
三
十
九
号

、

及
び

」
を
「
第
三
十
九
号

、

及
び

」
に
改
め
、
「
、
第
五
十
三
号


、

、

及
び

」
を
削
り
、
「

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第

六
十
四
号

、

、

及
び

」
を
「

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、

第
六
十
四
号

、

、

及
び

」
に
改
め
、
「
、
第
七
十
号

、
第
七
十
一
号

」
を
削
り
、
「
第
七

十
三
号

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

」
を
「
第
七
十
三
号

、

、

、


、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

」
に
改
め
、
「
第
八
十
一
号
」
の
下
に
「

、


及
び
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
七
条
第
七
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
減
免
（
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
規
則
第
五
条
第
一
項
第
六
号

の
規
定
に
よ
る
も
の
は
、
現
に
同
号
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
を
減
免
さ
れ
て
い
る
使
用
者
に
対
し

て
引
き
続
き
同
様
の
条
件
で
行
う
も
の
に
限
り
、
同
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
も
の
は
、
現
に
同
号
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
を
減
免
さ
れ
て
い
る
目
的
外
使
用
者
に
対
し
て
引

き
続
き
従
前
と
同
様
の
条
件
で
行
う
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

第
十
七
条
第
十
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
四
の
二 

広
島
港
に
お
け
る
指
定
管
理
施
設
で
あ
る
港
湾
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
と
の
基
本
協
定

に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 
 

 

管
理
業
務
の
通
常
の
実
施
に
関
し
て
必
要
に
応
じ
て
す
る
指
示
そ
の
他
指
定
管
理
者
に
対
す
る

日
常
的
な
監
督
に
属
す
る
こ
と
。 

 

緊
急
か
つ
重
大
な
事
案
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
措
置
、
命
令
、
指
示
等 

 

業
務
内
容
の
変
更
及
び
一
時
中
止
の
指
示
（
一
件
に
つ
き
百
万
円
未
満
の
業
務
に
限
る
。
） 

 

管
理
業
務
の
一
部
を
第
三
者
に
委
託
し
、
又
は
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
の
承
認 

 

施
設
等
の
滅
失
又
は
損
傷
に
関
す
る
報
告
の
受
理
及
び
指
示 

 

事
故
発
生
の
報
告
等
の
受
理
及
び
指
示 

 

指
定
管
理
者
が
用
地
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
許
可 

 

管
理
業
務
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
報
告
の
徴
取
及
び
実
地
調
査 

 

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
が
終
了
し
た
と
き
に
す
る
施
設
等
の
引
継
ぎ 

 
 

十
四
の
三 

広
島
観
音
マ
リ
ー
ナ
に
係
る
指
定
管
理
者
と
の
基
本
協
定
書
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う



ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

管
理
業
務
の
通
常
の
実
施
に
関
し
て
必
要
に
応
じ
て
す
る
指
示
そ
の
他
指
定
管
理
者
に
対
す
る

日
常
的
な
監
督
に
属
す
る
こ
と
。 

 
指
定
管
理
者
が
施
設
等
の
使
用
許
可
基
準
及
び
使
用
許
可
手
続
を
定
め
た
と
き
の
報
告
の
受
理 

 

管
理
業
務
の
一
部
を
第
三
者
に
委
託
し
、
又
は
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
の
承
認 

 

施
設
等
の
滅
失
又
は
損
傷
に
関
す
る
報
告
の
受
理
及
び
指
示 

 

事
故
発
生
の
報
告
等
の
受
理
及
び
指
示 

 

指
定
管
理
者
が
用
地
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
許
可 

 

管
理
業
務
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
報
告
の
徴
取
及
び
実
地
調
査 

 

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
が
終
了
し
た
と
き
に
す
る
施
設
等
の
引
継
ぎ 

 
 

第
十
七
条
第
二
十
七
号
中
「
、
第
九
号
（
広
島
県
入
港
料
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
限
る
。

）
」
を
削
り
、
「

」
の
下
に
「
、
第
十
四
号
（
広
島
県
県
営
さ
ん
橋
待
合
所
広
告
物
掲
出
規
則
第
十
条

第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
四
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
総
合
技
術
研
究
所
長
へ
の
委
任
） 

第
二
十
四
条
の
三 

次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
総
合
技
術
研
究
所
長
に
委
任
す
る
。 

 
 

一 

大
気
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 
 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
常
時
監
視 

 

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
緊
急
時
の
措
置 

二 

前
号

の
常
時
監
視
に
係
る
財
産
の
無
償
に
よ
る
借
受
け
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

三 

食
品
衛
生
法
施
行
令（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の 

 

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
受
理 

 

第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
品
の
採
取 

 

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
及
び
表
示 

 
 

第
二
十
四
条
の
四
中
「
教
育
公
務
員
特
例
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
」
を
加
え

る
。 

 

（
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
広
島

県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。 

第
三
条 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
広
島

県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
四
項
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


